
 

委 託 契 約 書 

 

 

１  委託業務の名称  埼玉県立小児医療センター 

           放射線管理区域測定等業務 

 

２ 履 行 場 所  埼玉県さいたま市中央区新都心１番地２ 

 

３ 履 行 期 間    令和３年  １０月  １日  から 

           令和４年   ９月３０日  まで 

 

４  委 託 金 額   金 ○，○○○，○○○円 

                    （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額    円） 

 

５  契 約 保 証 金         契約金額の百分の一以上 

           （ただし、埼玉県立病院機構契約事務取扱規程第２６条第２ 

            項の各号に該当する場合は免除） 

   

 上記の委託業務について、委託者 埼玉県立小児医療センター と受託者  

      は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公

正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

  この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通

を所持する。 

   年    月    日 

     

                   さいたま市中央区新都心１－２  

                    委託者 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 

                 埼玉県立小児医療センター 

 

                      病院長   岡  明 

 

 

 

                  住 所 ○○○○ 

             受託者 ○○株式会社 

 

 

                     代表取締役  ○ ○ ○ ○ 

 

 

 



 

 

 （総則） 

第１条 委託者（以下「甲」という。）と受託者（以下「乙」という。）は、この契約書（仕様書を

含む。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務（以下「業務」という。）を

履行しなければならない。 

３ 乙は、業務を契約書記載の履行期間（以下「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物

がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。 

４ この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。 

５ この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

６ この契約における期間の定めについては、民法（明治 29 年法律第 89 号）及び商法（明治 32

年法律第 48 号）の定めるところによるものとする。 

７ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

８ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意によ

る専属的管轄裁判所とする。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又

は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限

りでない。 

 （再委託等の禁止） 

第３条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あら

かじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

 （監督員） 

第４条 甲は、監督員を置いたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変

更したときも、同様とする。 

 （業務責任者） 

第５条 乙は、業務責任者を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更し

たときも、同様とする。 

 （業務の調査等） 

第６条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を

求めることができる。 

 （契約の変更） 

第７条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。 

 （履行期間の延長） 

第８条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了すること

ができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもっ

て履行期間の延長を求めることができる。 

２ 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたとき

は、履行期間を延長することができる。 

 （損害のために必要を生じた経費の負担） 

第９条 業務の処理に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために生じた経費

別添 



は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、

甲が負担するものとする。 

 （検査） 

第 10 条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって甲に通知しなければなら

ない。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から１０日以内に業務の完了を確認するための検

査を行わなければならない。 

３ 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受けな

ければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前２項の規定を適用する。 

 （委託金額の支払） 

第 11 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託金額の

支払を請求するものとする。 

２ 甲は、適法な請求書を受理した日から３０日以内に、乙に委託金額を支払わなければならな

い。 

 （履行遅滞の場合の違約金等） 

第 12 条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができなかったとき

は、遅延日数に応じ、委託金額に年２．５パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金と

して甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が１００円に満たないときは、この

限りでない。 

２ 甲の責めに帰すべき理由により、前条第２項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、

乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年２．５パーセントの割合を乗じて計算した額の遅

延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が１００円に満たないと

きは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に１００円に満たない端数がある

ときは、その端数を切り捨てるものとする。 

 （談合等の不正行為に係る損害の賠償） 

第 13 条 この契約に関し、乙（共同企業体の場合にあっては、その構成員）が、次の各号のいず

れかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託金額（この契約締結後、委

託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額）の１０分の２に相当する額を賠償金とし

て甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。 

(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第

54 号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業

者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、

独占禁止法第７条の２第１項又は第８条の３の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付

命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法

第 63 条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これら

の命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「乙等」という。）に対して行われた

ときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各

名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命

令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第

１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違



反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された

場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会

が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の

基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われ

たものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4) この契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。）の独占禁

止法第８９条第１項に規定する刑が確定したとき。 

(5) この契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。）の刑法（明

治 40 年法律第 45 号）第９６条の６に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分

について賠償を請求することを妨げるものではない。 

３ 乙が前２項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した

日から支払をした日までの日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息を

甲に支払わなければならない。 

 （甲の催告による契約の解除） 

第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告

し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を

経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であると

きは、この限りでない。 

  (1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

 (2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認 

  められるとき。 

 (3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。 

 （甲の催告によらない契約の解除） 

第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することがで

きる。 

(1) 第２条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

(2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。 

 (3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかである 

  とき。 

(4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思

を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができ

ないとき。 

(6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は
一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合にお
いて、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした

目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(8) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。 

(9) 乙（乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）

が次のいずれかに該当するとき。 



ア 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその

支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると

き。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

カ 再委託契約その他の契約（以下「再委託契約等」という。）に当たり、その相手方がアか

らオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる

とき。 

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合（カ

に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに

従わなかったとき。 

２ 甲は、第１項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除する

ことができる。 

 （乙の損害賠償義務等） 

第 16 条 第１４条及び前条第１項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰する

ことができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。 

(1) 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の１０分の１に相当する額を違約金と

して甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。 

(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当

該契約保証金の額が委託金額の１０分の１に相当する額に満たないときは、乙は、その不足

額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。 

２ 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超える

ときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。 

３ 第１４条及び前条第１項の規定により、この契約が解除された場合において、解
除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。 

 （秘密の保持等） 

第 17 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的

に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （契約の費用） 

第 18 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 （暴力団員等からの不当な要求の報告） 

第 19 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当た

り、暴力団員又は暴力団関係者（暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する



者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。）から不当

な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報（次項において

「報告等」という。）をしなければならない。 

２ 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力

団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければな

らない。 

 （定めのない事項等） 

第 20 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた場合については、甲、乙

協議して定めるものとする。 

  



個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 

受注者が本委託業務を通じて取得する個人に関する情報（以下「個人情報」という。）の取扱い

については、この特記事項によらなければならない。 

 

（従事者の監督） 

第 １ 受注者は、本委託業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、埼玉県個人情

報保護条例（平成１６年埼玉県条例第６５号）第９条、第１０条、第６６条及び第６７条の規定

の内容を周知し、従事者から別記様式の誓約書の提出を受けなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、発注者に対し、その

写しを提出しなければならない。 

３ 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第３によ

り講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督、その他必要かつ適切な監督を行わなけれ

ばならない。 

（損害のために生じた経費の負担） 

第 ２ 本委託業務の履行に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損

害を含む。）のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者

の責めに帰する事由による場合は、発注者が負担するものとする。 

（安全確保の措置） 

第 ３ 受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適

切な管理に関する定めを作成するなど、必要な措置を講じなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、発注者に対し、

その内容を報告しなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第 ４ 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本委託業務以外の

目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本委託業務を行わなくなった後に

おいても、同様とする。 

（提供を受ける者に対する措置要求） 

第 ５ 受注者は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、発注者と協議の上

その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的

若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人の情報の適

切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。 

（複製等の禁止） 

第 ６ 受注者は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送信その他個

人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発

注者の承認を受けたときは、この限りでない。 

（資料等の返還） 

第 ７ 受注者は、本委託業務を行わなくなったときは、その取り扱う個人情報が記録された資

料等（電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。）を速やかに発注者に返還しなけれ

ばならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

２ 前項に定める場合のほか、受注者は、発注者の承諾を受けたときは、発注者の立ち会いの下



に返還対象資料等を廃棄することができる。 

３ 前２項の規定は、受注者が本委託業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用す

る。 

（再委託をする場合） 

第 ８ 受注者は、本委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、こ

の契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られ

るよう、その第三者に対する必要なかつ適切な監督を行わなければならない。 

２受注者が第三者に本委託業務を委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為

は、自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が第三者のすべての行為及びその結果につい

ての責任を負うものとする。 

（取扱状況の報告等） 

第 ９ 受注者は、発注者に対し、発注者、受注者双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内

容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、発注者が認めた場合を除き書面により報

告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に

応じ報告を求め、実地に調査することができる。 

３ 発注者は、受注者に対し、前２項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をす

ることができる。 

（安全確保上の問題への対応） 

第 10 受注者は、本委託業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、

直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の安全確保に係る場合には、

直ちに発注者に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等

のために必要な措置に関する発注者の指示に従わなければならない。 

３ 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に

係る本人への対応等の措置を発注者と協力して講じなければならない。 

（埼玉県個人情報保護条例の適用） 

第 11 受注者が本委託業務を通じて取り扱う個人情報については、発注者の保有する保有個人

情報として埼玉県個人情報保護条例の適用を受けるものとし、発注者が実施機関として埼玉県

個人情報保護条例の定める手続を行うものとする。 



別記様式 

（別記様式） 

誓 約 書 

私は、本件業務（契約業務名            ）に従事するに当たり、その業務を通

じて取り扱う個人情報に関し、埼玉県個人情報保護条例（平成１６年埼玉県条例第６５号）第９

条（安全確保の措置）、第１０条（従事者の義務）、第６６条及び第６７条（罰則）の規定の内

容について、下記の者から説明を受けました。 

私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う

個人情報について、埼玉県個人情報保護条例の関係規定が適用されることを自覚し本件業務の従

事者として誠実に職務を行うことを誓います。 

 

記 

 

 

説明した者 

受注者の名称  

役 職 

及び氏名            印      

 

 

令和  年  月  日 

 

 

説明を受けた者 

  

氏  名                     印 

 



業 務 委 託 共 通 仕 様 書 

 

この仕様書は、業務委託に係る業務の共通事項を示すものであって、実施に当たっては、誠意

をもって行わなければならない。 

 

（法令上の遵守） 

１ 受注者は、業務の実施にあたって、関係法令を遵守し、特に、関係法令に定められた諸手続

(許可、届出等)を遅滞なく行わなければならない。 

（責任者の指定） 

２ 受注者は、各委託対象業務ごとに業務責任者正副各１名（１名のみ配置の業務にあたっては

正のみ）を、配置した業務従事者の中から指定し監督員に届け出なければならない。なお、１委

託対象に２以上の業務がある場合は、業務責任者の中から総括責任者正副各１名を指定し監督

員に届け出ること。 

（業務従事者の確保） 

３ 受注者は契約の履行を期するため、業務の遂行に適した者を配置しなければならない。 

（業務従事者名簿） 

４ 受注者は、業務従事者名簿（担当業務、氏名、年齢、住所を記載したもの）に写真と業務に従

事するために必要な資格を証する書類の写しを添付して、監督員に提出しなければならない。異

動があった場合も同様とする。 

（服装・規律） 

５ 受注者は、業務従事者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。 

（1）勤務中は受注者制定の衣服を着用すること。また、名札を必ず着用すること。 

（2）勤務中は、礼儀正しく品行を慎み、応接にあたっては懇切丁寧を旨とし、仮りにも粗暴にわ

たる言動があってはならないこと。 

（3）勤務中に飲酒をしてはならないこと。また、酒気をおびて、勤務してはならないこと。 

（4）病院敷地内は禁煙とする。 

（5）その他勤務の遂行を怠るような行為をしないこと。 

（貸与品） 

６ 貸与品 

（1）発注者は、発注者から受注者へ貸与する機械備品（以下「貸与品」という。）については、品

名、数量、品質及び規格又は性能を明示し、受注者に引渡しするものとする。 

（2）受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は、借用書を提出し、

善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 

（3）受注者は、自己の故意又は過失により貸与品が滅失もしくはき損し、又はその返還が不可能

となったときは、発注者が指定した期間内に代品を納め、もしくは現状に復し、又は損害を

賠償しなければならない。 

（委託業務実施記録） 

７ 受注者は、委託業務責任者に、実施した日の委託業務実施状況を記録させ、監督員に提出し

なければならない。 

（異状又は事故報告） 

８ 受注者及び受注者の委託業務責任者は、委託対象に異状を認めた場合は、直ちに監督員に通



報しなければならない。事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、監督員及

び関係者に通報しなければならない。 

なお、受注者は、事故の状況を記した書類を監督員を経由して発注者に提出するものとする。 

（委託業務実施上の留意事項） 

９ 業務の実施にあたっては、次の事項に留意しなければならない。 

（1）安全の管理及び事故防止に努めること。 

（2）火気の使用にあたっては、十分注意すること。 

（3）電力、ガス、水の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

（4）水の使用又は機械器具等の使用により、建物・器物等に損傷を与えないこと。 

（5）衛生に留意すること。 

（6）整理整頓及び後片付け等に努めること。 

（事務引継） 

10 受注者は、受注者以外の者が当該業務を受託することが明らかになったとき、発注者の監督

のもと、新しい受託者が円滑に業務を履行するために必要な引継ぎを誠意をもって行わなけれ

ばならない。 

 



 

埼玉県立小児医療センター放射線管理区域測定等業務 特記仕様書 

 

１ 総則 

１－１ 一般事項 

 本仕様書は、埼玉県立小児医療センター（以下「発注者」という。）が発

注する放射線管理区域測定等業務（以下「本業務」という。）の適正な履行

の確保を図るため、埼玉県標準委託契約約款(以下「約款」という)第１条

第１項に規定する仕様書として、本委託に必要な事項を定めるものとする。

また、この仕様書は、放射線管理区域測定等業務の大要を示すものであっ

て、現場の状況に応じここに記載されていない細部の事項についても誠意

をもって行うものとする。 

１－２ 適用範囲 

 受注者は、約款、図面及び本特記仕様書の定めるところにより、本業務

を履行するものとする。 

１－３ 提出書類 

⑴ 受注者は、指定の期日までに、発注者の定める様式により、別表の書

類を提出する。 

⑵ 受注者は、提出した書類に変更が生じた時は、直ちに変更届を提出す

る。 

⑶ 受注者は、業務履行関係書類を常に、監督員に提出できるように整備

しておく。 

 

２ 安全管理 

２－１ 一般事項 

 受注者は、常に安全に留意して現場を管理し、災害を防止するために、

従業員及び公衆の安全衛生を図るため常に細心の注意を払い、労働安全衛

生法規等を遵守する。 

２－２ 事故の防止 

⑴ 受注者は、業務履行に必要な安全管理者、業務責任者等を配置して、

安全管理と事故防止に努める。 

⑵ 受注者は、業務履行に当たり、使用する機械・器具の点検整備を行い、

取扱いに当たっては、熟練者が操作し、事故を未然に防止する。 

２－３ 事故報告 

 受注者は、業務履行中、万一事故が発生したときは、必要な措置を講ず

るとともに事故発生の原因及び経過並びに事故による被害の内容等を速や

かに監督員に報告しなければならない。 



 

２－４ 後片付け 

 受注者は、業務の完了までに現場内の清掃を行い、付近施設に損傷を与え

た場合は修復する。 

 

３ 業務履行 

３－１ 工程及び現場監理 

⑴ 受注者は、監督員の承諾を受けた工程表・実施計画書に従い、業務の円

滑な履行と適正な管理を行う。 

⑵ 業務にあたっては、高度な小児専門病院である当センターの特殊性を十

分理解し、以下の事項について注意すること。 

ア 患者に対する安全を心がけ、安静療養を妨げないこと。 

イ 業務上知り得た発注者の秘密については、他に漏らさないこと。 

３－２ 就業時間 

受注者は、業務の履行時間については、あらかじめ発注者と協議する。 

 

４ 業務概要 

４－１ 業務場所 

埼玉県さいたま市中央区新都心１番地２ 

４－２ 業務内容 

⑴ 放射線管理区域等の測定業務 

 次の方法により放射性表面汚染密度測定、線量率測定、空気中の放射

性物質濃度測定を月１回行い記録、報告すること。 

ア 放射性表面密度測定 

(ア) 測定場所 

 放射線取扱主任者又は管理者が別に定める場所とする。（別紙１） 

(イ) 測定方法 

 スミヤ法とし、測定方法の細部については、放射線取扱主任者又

は管理者が指示する。 

(ウ) 報告 

 測定値を記録集計し、所定の様式により報告すること。 

イ 線量率測定 

(ア) 測定場所 

 放射線取扱主任者又は管理者が別に定める場所とする。 

（別紙２及び事業所境界（敷地境界）、居住区域、病室等） 

(イ) 測定方法 

 サーベイメータによる測定とし、測定方法の細部については、放



 

射線取扱主任者又は管理者が指示する。 

(ウ) 報告 

 測定値、測定角度等を記録集計し、所定の様式により報告するこ

と。ただし、リニアック、血液照射装置及び診療用 X線装置の漏洩

線量率測定は６カ月に１回とする。 

ウ 空気中の放射性物質濃度測定 

(ア) 測定場所 

 放射線取扱主任者又は管理者及び第一種作業環境測定士が別に定

める場所とする。（別紙３） 

(イ) 測定方法 

 ろ過捕集方法、固体捕集方法、コールドトラップ法又は、液体捕

集法、アルカリ捕集法及びγ線スペクトル測定法を用いて行う。但

し、研究対象核種使用室の１箇所についてはβ線スペクトル測定法

も行い、測定方法の細部については、放射線取扱主任者又は管理者

が指示する。 

(ウ) 報告 

 測定値を記録集計し、所定の様式により報告すること。 

⑵ ＲＩ排水設備、ＲＩ排気設備保守業務 

 次の方法により放射性排水の測定、排水処理槽の清掃、排気フィルタ

ーの交換を行い記録、報告すること。 

ア 放射性排水等の処理業務 

(ア) 合併浄化槽清掃、点検 

ａ 作業対象 

 合併浄化槽（５人槽） １槽（２槽の内、１槽を対象とする。） 

 対象となる槽は、放射線取扱主任者又は管理者が指示する。 

また、清掃作業を行う前に対象槽内の排水を測定し、作業が出来

る状態か放射線取扱主任者又は管理者に確認を行うこと。 

ｂ 作業回数 

 年１回 

ｃ 作業内容 

 汚泥の引抜き及び清掃、点検を行うこと。 

(イ) 排水槽清掃、点検 

ａ 作業対象 

 貯留槽１、貯留槽２、希釈槽、分配槽 

 清掃作業を行う前に対象槽内の排水を測定し、作業が出来る状

態か放射線取扱主任者又は管理者に確認を行うこと。 



 

ｂ 作業回数 

 年１回 

ｃ 作業内容 

 清掃、点検を行うこと。 

イ 排気フィルターの交換（※今回契約では行わない） 

(ア) 交換回数 

 年１回 

(イ) 交換フィルター 

 次のフィルターは支給するものとする。 

・プレフィルター  610×610× 50mm  ６枚 

・高性能フィルター 610×610×292mm  ６枚 

・ＰＶＣバグ    大・小      各６枚 

(ウ) 交換方法 

 放射線取扱主任者又は管理者の指示により、フィルターをバンク

から取り外し、支給されたフィルターをバンクに着装する。使用済

みフィルターは、公益社団法人日本アイソトープ協会の指定する廃

棄物梱包方法に従い梱包し、放射性廃棄物として廃棄物保管室に保

管廃棄すること。 

⑶ 施設点検 

 「放射性同位元素等の規制に関する法律」に基づく施設点検を監督員

の立会いのもとに実施すること。 

ア 点検範囲 

 汚染検査室、第２検査室、廃棄物保管室２、地下１階廃棄物保管室

３、屋上排気設備、地下２階ＲＩ排水処理室、血液照射室、リニアッ

ク室 

イ 点検内容 

 施設の目視点検等 

ウ 点検回数 

 年２回 

エ 報告 

 点検終了後、その結果を所定の様式により報告すること。 

⑷ 放射線管理区域の清掃業務 

ア 作業範囲 放射線管理区域（約３３０ｍ２） 

 汚染検査室、ＳＷ、ＷＣ４、処置室、ＳＰＥＣＴ１、ＳＰＥＣＴ操

作室、ＳＰＥＣＴ２、ＷＣ３、汚物室、第１検査室、第２検査室、準

備室、貯蔵室、廃棄物保管室１、廃棄物保管室２、スタッフ廊下４、



 

地下１階廃棄物保管室３ 

イ 作業内容 

 床掃き、モップ拭き、汚物入の処理、汚染除去室シャワー室内・流

し台清掃、トイレットペーパーの補充等（以上、日常清掃）及び床の

洗浄、ワックス塗り、ガラス磨き、金具磨き、ブラインド、照明器具、

空調吹出吹込口等の清掃（以上、定期清掃）は、放射線取扱主任者又

は管理者の指示により行うこと。 

ウ 作業回数 

 日常清掃については週２回とし、定期清掃については土日祝日の月

１回とする。 

エ 用具の放射線測定等 

 用具は作業ごとに放射線測定を行い、使用した用具は一定の場所に

保管すること。 

オ 作業の手直し 

 作業内容がこの仕様書に適合しないと監督員が認めたときは、その

作業の手直しを命ずることができる。 

⑸ 廃棄おむつ運び出し及び測定 

ア 測定場所（運び出し場所） 

 地下１階廃棄物保管室３ 

イ 測定内容 

 廃棄おむつ容器の漏洩線量率測定 

ウ 点検回数 

 週 1回（日常清掃時） 

エ 報告 

 測定値を記録集計し、所定の様式により報告すること。 

 

５ 負担区分 

 委託業務履行のため、受注者が使用する電力、ガス及び給水の料金の負担

は、履行場所における必要最小限のものについては発注者が負担するものと

し、その他は受注者の負担とする。 

 また、委託業務履行のために必要な器材及び消耗品は受注者の負担とする。 

 

６ その他 

⑴ 放射性同位元素使用予定数量は別紙４のとおりとする。 

⑵ 受注者は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」及び「埼玉県立小児

医療センター放射線障害予防規程」等に定められている事項を遵守すると



 

ともに、作業者に対する放射線管理を行うこと。 

⑶ 法令において放射線管理及び手続き等が必要な場合については、適切な

アドバイス及び補助を行うこと。 

⑷ 監督員又は放射線取扱主任者は必要があると認めるときは、受注者に管

理記録等を報告させることができる。 

⑸ 運用上の制限 

ア 受注者は、運営管理に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、転

貸し、質入れもしくは担保に供し、または営業の委託もしくは名義貸し等

をすることはできない。 

イ 受注者は、本業務について大規模な修繕、模様替え、原状を変更する等

の行為をする時は、事前に書面をもってセンターの承認を得なければなら

ない。 

ウ 受注者は、許可なく建物を建築又は設置することはできない。 

⑹ 受注者の取消しまたは変更 

 次の各号に該当するときは、契約の取消しまたは変更をすることができ

る。また、この場合、センター又は第三者に損害を与えたときは、すべて

受注者の責任でその損害を賠償しなければならない。 

ア 受注者が仕様書の各条項に違反又は義務を果たさないとき 

イ 本業務参加資格要件の各条項に違反したとき 

ウ その他受注者が法令などの規定に違反した場合 

⑺ 本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上定め

る。 

⑻ 本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議す

る。 



 

別表 提出書類 

番号 名称 部数 摘要 

1 現場責任者等通知書 １部 契約の日から７日以内 

2 業務従事者名簿 １部 

契約の日から７日以内 

従事者に変更があった日から 

７日以内 

3 誓約書 １部 契約の日から７日以内 

4 実施工程表 １部 契約の日から１４日以内 

5 実施計画書 １部  

6 打合せ議事録 １部  

7 日報 １部  

8 点検報告書 １部  

9 下請負人通知書 １部 必要な場合 

10 事故報告書 １部 〃 

11 業務完了通知書 １部 〃 

12 その他必要なもの １部 〃 

 



埼玉県立小児医療センター
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別紙１ 放射性表面密度測定ポイント（１）

1階 核医学施設



埼玉県立小児医療センター

ＲＩ排水設備

一般廃棄物保管庫

非感染性廃棄物保管庫

粗大ゴミ保管庫

廃棄物保管室３

廃液保管庫

（薬剤・病理）

51

53

52

地下1階 廃棄物保管室３

廊下

別紙１ 放射性表面密度測定ポイント（２）



埼玉県立小児医療センター

ハト小屋（１）

ＲＩ排気設備 55

54

屋上 ＲＩ排気設備

別紙１ 放射性表面密度測定ポイント（３）



埼玉県立小児医療センター

56
58

57

ＲＩ排水処理室

地下２階 ＲＩ排水処理室

別紙１ 放射性表面密度測定ポイント（４）



埼玉県立小児医療センター

廃棄物保管室1

廃棄物保管室2

待合

廊下

RI管理室

貯蔵室

準備室

汚染検査室

廊下

第2検査室

第1検査室

SPECT操作室

SPECT1

SPECT2

WC

WC

処置室安全キャビ

安全キャビ

フード

１ ６

２

３

５

４

７

８

９

10

11

12

27

14

15

16

20

18

19

21
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25

26
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29

30

31
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3433

17

35 36

事業所境界

別紙２ １ｃｍ線量当量率測定ポイント（１）

1階 核医学施設



埼玉県立小児医療センター

ＲＩ排水設備

一般廃棄物保管庫

非感染性廃棄物保管庫

粗大ゴミ保管庫

廃棄物保管室３

廃液保管庫

（薬剤・病理）

39

37

38

40

地下1階 廃棄物保管室３

廊下

別紙２ １ｃｍ線量当量率測定ポイント（２）



埼玉県立小児医療センター

ハト小屋（１）

ＲＩ排気設備
42

41

屋上 ＲＩ排気設備

別紙２ １ｃｍ線量当量率測定ポイント（３）



埼玉県立小児医療センター

44

43
46

45

ＲＩ排水処理室

別紙２ １ｃｍ線量当量率測定ポイント（４）

地下２階 ＲＩ排水処理室



埼玉県立小児医療センター

廃棄物保管室1

廃棄物保管室2

待合

廊下

RI管理室

貯蔵室

準備室

汚染検査室

廊下

第2検査室

第1検査室

SPECT操作室

SPECT1

SPECT2

WC

WC

処置室安全キャビ

安全キャビ

※１

※２

※４

※３

※６

※５

フード

1階 核医学施設

別紙３ 空気中放射性物質濃度測定ポイント



単位：ＭＢｑ

年間 ３月間 １日最大
５９

Ｆｅ 固体・液体 370.00 111.00 3.70 18.50
５７

Ｃｏ 固体・液体 370.00 111.00 3.70 7.40
５８

Ｃｏ 固体・液体 37.00 11.10 0.37 3.70
６７Ｇａ 固体・液体 22,200.00 6,660.00 222.00 370.00
８１

Ｒｂ 固体・液体 44,400.00 11,100.00 740.00 740.00
８１ｍＫｒ 気体・液体 44,400.00 11,100.00 740.00 740.00
９９

Ｍｏ 固体・液体 740,000.00 222,000.00 7,400.00 11,100.00
９９ｍ

Ｔｃ 固体・液体 740,000.00 222,000.00 7,400.00 11,100.00
１１１Ｉｎ 固体・液体 37,000.00 11,100.00 370.00 740.00
１２３

Ｉ 固体・液体 148,000.00 44,400.00 1,480.00 1,480.00
１２５Ｉ 固体・液体 370.00 111.00 3.70 37.00
１３１Ｉ 固体・液体 2,000.00 600.00 20.00 37.00

１３３Ｘｅ 気体 93,600.00 23,400.00 1,800.00 1,800.00
２０１

Ｔｌ 固体・液体 37,000.00 11,100.00 370.00 740.00

単位：ＭＢｑ

年間 ３月間 １日最大
３Ｈ 固体・液体 740.00 246.70 37.00 740.00
１４Ｃ 固体・液体 740.00 246.70 37.00 740.00
３２Ｐ 固体・液体 493.60 123.40 18.50 493.60
３５Ｓ 固体・液体 185.00 61.67 3.70 185.00
１２５Ｉ 固体・液体 185.00 56.12 1.85 185.00

別紙４

貯蔵能力

核種 物理的状態

診療用放射性同位元素使用予定数量等一覧表

使用予定数量 最大貯蔵
予定数量

研究用放射性同位元素使用数量等一覧表

核種 物理的状態
使用数量


